
 

第 7章 資産及び会計 

（事業年度） 

第 33条  この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わ

る。 

（事業計画及び収支予算） 

第 34条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始日の

前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければ

ならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき

は、会長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ

収入支出することができる。 

３ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

（事業報告及び決算） 

第 35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が

次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければな

らない。 

 (1) 事業報告  

 (2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第 3号、第 4号の書類について 

は、通常総会に提出し、第 1号の書類についてはその内容を報告し、第 3号、 

及び第 4号の書類については承認を受けなければならない。 

（長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け） 

第 36条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入を

もって償還する短期借入金を除き、総会において正会員の半数以上が出席し、

正会員の議決権の３分の２以上の議決を得なければならない。 

２ この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同

じ議決を得なければならない。 

第 8章 定款の変更、合併及び解散等 

（定款の変更） 

第 37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

（合併等） 



 

第 38条 この法人は、総会の決議によって他の一般社団・財団法人法上の法人

との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をする

ことができる。 

（解 散） 

第 39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

（残余財産の帰属等） 

第 40条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決

議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第 17

号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

(剰余金の帰属等） 

第 41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

第 9章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方

法により行う。 

第 10章  顧問、相談役 

（顧問、相談役） 

第 43条  この法人に顧問、相談役を置くことができる。 

２ 顧問は、この法人の会長経験者その他から、理事会の承認を経て会長が委

嘱する。 

３ 相談役は、この法人の副会長経験者その他から、理事会の承認を経て会長

が委嘱する。 

４ 顧問、相談役は、会長の求めに応じ、理事会に出席して意見を述べること

ができる。 

５ 顧問、相談役の任期は役員の任期に準ずる。 

附   則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第 121条第 1項において読み替えて準用する同法第 106条第 1項に

定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。 

２ この法人の最初の会長は高橋 巌とする。 

３  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第

121条第 1項において読み替えて準用する同法第 106条第 1項定める特例民法

法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第 33 条の規



 

定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の

日を事業年度の開始日とする。 

 


